
島根県消費者センター

周りに嘘をついてギャンブル等をしていませんか!?
- ギャンブル等依存症はご本人や周囲の方に深刻な影響を及ぼします -

【ギャンブル等で悩みがある場合のご相談先】

１ 法令で定められた年齢に達していない人がギャンブル等をすること
は認められていません。

２ 仕事がうまくいかないストレス、ビギナーズラックなど、誰にでも
あるようなちょっとしたきっかけで、ギャンブル等依存症になってし
まう可能性があります。

３ ギャンブル等依存症になってしまうと、借金をするのは問題だと分
かっていてもやめられなくなってしまいます。

ギャンブル等をしてみようと思っている人や
ギャンブル等をしている人が気を付けるべきポイント

１ 借金の肩代わりは禁物です。ご本人が立ち直る
きっかけを奪ってしまいます。

２ ギャンブル等により日常生活に支障が生じている
際は、以下の機関等へご相談ください。

周囲の方が気を付けるべきポイント

★医療関係

＜医療機関＞
○ 松江青葉病院（松江市） ０８５２-２１-３５６５
○ こなんホスピタル（松江市） ０８５２-６６-０７１２
○ 松ヶ丘病院（益田市） ０８５６-２２-８７１１

＜相談機関＞
○ 県立心と体の相談センター （松江市） ０８５２-２１-２０４５
〇 松江市・島根県共同設置松江保健所（松江市） ０８５２-２３-１３１６ 県立心と体の相談センター

〇 雲南保健所（雲南市） ０８５４-４２-９６４２ 依存症紹介ページ

〇 出雲保健所（出雲市） ０８５３-２１-１６５３
〇 県央保健所（大田市） ０８５４-８４-９８２３
〇 浜田保健所（浜田市） ０８５５-２９-５５５０
〇 益田保健所（益田市） ０８５６-３１-９５４５
〇 隠岐保健所（隠岐の島町） ０８５１２-２-９７１０
〇 隠岐保健所島前保健環境課（西ノ島町） ０８５１４-７-８１２１ 自助グループの情報は

こちらからご覧ください。

★借金の問題
○ 島根県消費者センター ０８５２－３２－５９１６（松江）

０８５６－２３－３６５７（益田）
○ 消費者ホットライン １８８（局番なしの３桁）お近くの消費生活相談窓口につながります。

○ 法テラス・サポートダイヤル ０５７０－０７８３７４
（平日９時～21時、土曜日９時～17時。祝日・年末年始を除く。）


